
感染症法に基づく医療措置協定・感染症予防計画について
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はじめに
 新型コロナ対応を教訓として、新たな感染症に対する医療提供体制を迅速かつ適確に確保するため、感染症法が改正され、
県と医療機関や薬局、訪問看護事業所との「医療措置協定」の制度が創設されました。あわせて、県が策定する感染症予
防計画に、当該協定（予定）に基づき、新興感染症発生・まん延時の確保病床数、発熱外来機関数、⾃宅療養者への医
療提供機関数等の目標を定めることとなります。
➡令和5年度中に協定内容の協議・確定と予防計画策定を並⾏して⾏い、令和６年４月１日施⾏（協定は令和６年9月までに締結）

 これは、新型コロナ対応時（5類移⾏前）に構築した医療提供体制（入院、外来、⾃宅療養者への⽀援等）を念頭に、
平時より各機関の地域における機能や役割に応じた医療提供の準備（感染対策に係る研修・訓練の参加、設備整備等）
をしていただくことで、新たな感染症発生時に、迅速に体制確保することを目的としています。

（目指す体制）
①新興感染症発生（公表）後３か月までに→新型コロナ発生約１年後（2020年冬）の患者数等の規模に対応できる体制
②新興感染症発生（公表）後６か月までに→新型コロナの第８波で整備した最大の体制

★新型コロナ（Covid-19)と同等の性状の新たな感染症発生を想定した目標であり、新たな感染症の性状のほか、その対応
⽅法を含めた最新の知⾒の取得状況などが想定とは大きく異なる場合は、国がその判断を⾏い、機動的に対応することとなります。

（前提）想定する新興感染症とその対応の国の考え方
【想定する新興感染症】
• 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症（当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全
国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る）及び新感染症を基本とする。

（１）発生〜流⾏初期
①国内での感染発生早期（感染症法に基づく厚生労働大臣による発生の公表前）

現⾏の「感染症指定医療機関」の感染症病床を中心に対応。（当該医療機関は
新興感染症についての知⾒の収集分析を⾏う）

②発生の公表が⾏われた流⾏初期（発生の公表から３か⽉程度まで）
• まずは発生の公表前から対応実績のある「感染症指定医療機関」が引き続

き対応（流⾏初期医療確保措置（※）付き協定に基づく対応含む）
• 国が感染症指定医療機関の実際の対応に基づいた対応⽅法も含め、国内

外の最新知⾒について都道府県や医療機関へ情報提供し、各都道府県の
判断を契機として、流⾏初期医療確保措置付き「医療措置協定」を締結し
たその他の医療機関も対応

（※）流⾏初期医療確保措置・・・新興感染症の初動対応は特にリスクが高いことから 、初動
対応を⾏う協定医療機関に対して、財政的な⽀援を⾏う仕組み (詳細はP5参照）

（２）発生から一定期間経過後（発生の公表から３か月経過後〜6か月）
発生の公表後６か月を目途に、順次速やかに全ての協定締結医療機関で対応
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■新興感染症発生から一定期間経過後までの医療提供体制確保について

発生初期 流行初期 一定期間経過後
感染症指定医療機関

「医療措置協定」（流行初期医療確保措置付）締結医療機関
「医療措置協定」締結医療機関



医療機関等との協定締結について

1. 協定の内容
（１）①病床確保、②発熱外来、③⾃宅・宿泊療養者、高齢者施設での療養者等への医療の提供及び健康観察、

④後⽅⽀援、⑤人材派遣、のうち感染症発生・まん延時に講ずる措置
（２）個人防護具の備蓄（任意事項）
（３）措置に要する費用の負担の⽅法
（４）正当な理由なく協定を履⾏しない場合の措置 など

2. 対象機関 ︓病院、診療所、薬局、訪問看護事業所

3. 締結までのプロセス
①医療機関等への事前調査

• 新型コロナ対応を念頭に、事前調査を実施。
②協定の協議・締結の進め方

• 事前調査結果（新型コロナ対応実績含む）により、地域における医療機関の機能や役割を確認し、目標数値を目指して、各医療機関等
と調整・協議を⾏う。

• 協定の締結にあたっては、新興感染症発生・まん延時には、その感染症の特性に合わせて、都道府県と医療機関等は協定の内容を⾒直す
など、実際の状況に応じた機動的な対応を⾏うことも前提に、協定協議段階で可能な範囲で合意した内容について締結する。

• 都道府県と医療機関との間で協定の内容等の協議が調わない場合は、都道府県医療審議会の意⾒を聴くことができる（法第36条の3）
• 協定締結は書面（電子的記録を含む）で⾏い、「記名」は⾃筆である必要はなく、電磁的な⽅法による取り交わしで可（電子メール等を想定）
• 協定締結作業については、順次実施し、令和6年9月末までに完了を目指す
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※協定に基づき①を講ずる機関を「第一種協定指定医療機関」として、②又は③を講ずる機関を「第二種協定指定医療機関」として
県が指定し、公費負担医療の対象となります。

医療機関等との協定締結について
４．協定に基づく措置を履⾏しない場合の「正当な理由」の範囲

協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難であることがやむを得ないと都道府県が判断する。
（例）①医療機関内での感染拡大等により、医療機関内の人員が縮⼩している場合

②ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者⼀人当たりに必要となる人員が異なる場合
③感染症以外の⾃然災害等により、人員や設備が不⾜している場合等

※国は、都道府県や医療機関からの情報が蓄積され次第、都度、協定が履⾏できない「正当な理由」の範囲について、できる限り具体的に⽰していく

５．財政⽀援について
（１）医療措置協定等の措置に要する費用

①流⾏初期（発生の公表から３か月程度以内)
流⾏初期医療確保措置（法第36条の９、36条の10）（次⾴︓令和4年12月9日第 20 回 第８次医療計画等に関する検討会 参考資料１抜粋を参照）

経営の⾃律性（⼀般医療の提供）を制限して、大きな経営上のリスクのある流⾏初期の感染症医療（入院・発熱外来）の提供をする
ことに対し、診療報酬の上乗せや補助⾦等が充実するまでの⼀定期間に限り、財政的な⽀援を⾏う。
【⽀給額】感染症医療の提供を⾏った月の診療報酬収入が、感染症流⾏前の同月の診療報酬収入を下回った場合、その差額を⽀払う。

措置に関する費用は、公費と保険者で負担することとする。
（次⾴︓令和4年12月9日第 20 回 第８次医療計画等に関する検討会 参考資料１抜粋を参照）

②流⾏初期以降
⼀定期間の経過により、感染対策や補助⾦・診療報酬が充実すると考えられることから、以後は補助⾦・診療報酬のみの対応とし、具体的
な期間は、感染症の流⾏状況や⽀援スキームの整備状況等を勘案して厚生労働大⾂が決定する。

（２）設備整備費の補助（法第60条の３）
医療措置協定等を締結した医療機関等を新たに補助の対象施設に追加（補助の詳細については、国において検討中）

4



令和4年12月9日第 20 回 第８次医療計画等に関する検討会
参考資料１抜粋
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感染症予防計画の目標数値について（国の考え方）

区分 実施機関
【流⾏初期（初動対応）】 厚生労働大⾂の発生公表から３か月程度 【流⾏初期期間経過後】厚生労働大⾂の発生公表後遅くとも６か月以内

目標 当該目標の裏付け 目標 当該目標の裏付け

１
医
療
提
供
体
制

病床確保 医療機関
新型コロナ発生約1年後の2020年（R２）年
冬の入院患者の規模に対応できる体制（病床
数）をめざす

数値（病床数）入りの協
定

新型コロナ対応で確保した最大値の体制（病床
数）をめざす 数値（病床数）入りの

協定

発熱外来 医療機関
新型コロナ発生約1年後の2020年（R２）冬の
外来患者の規模に対応できる体制（機関数）を
めざす

数値（対応人数/日）入
りの協定

新型コロナ対応で確保した最大値の体制（機関
数）をめざす

数値（対応人数/日）
入りの協定

⾃宅療養者等へ
の医療の提供

医療機関、薬局、
訪問看護事業所 ―

数値入りの協定（対応可
能な場合）

新型コロナ対応で確保した最大値の体制（機関
数・派遣人数）をめざす

数値（機関数、派遣人
数）入りの協定を前提後⽅⽀援（※１）

医療機関
―

人材派遣 ―

２検査体制
医療機関

協定締結医療機関（発熱外来）における、1日
の対応可能人数以上に対応する体制（検査件
数）をめざす

※保健所設置市分（地衛研等）も含めた数値
目標を設定

数値（検査件数/日）入
り協定

協定締結医療機関（発熱外来）数に、新型コ
ロナ対応のピーク時における1医療機関の1日あた
りの平均検体採取人数を乗じた人数に対応する
体制（検査件数）をめざす

※保健所設置市分（地衛研等）も含めた数値
目標を設定

可能な限り数値（検査件
数/日）入りの協定を締
結しつつ、定性的（※
２）な内容の協定も可能⺠間検査機関等 数値入り協定

地⽅衛生研究所
等

公的機関のため協定外の
対応

公的機関のため協定外の
対

３ 宿泊療養施体制 宿泊施設 2020年（R2）５月頃の確保居室数をめざす 新型コロナ対応の最大確保居室数をめざす

４ 物資の確保 流⾏初期、流⾏初期期間経過後を通じて、協定締結医療機関のうち、8割以上の施設が当該施設の使用量2か月分以上に当たるPPEを備蓄することを目標とする。

※１ 後⽅⽀援の協定締結医療機関は、通常医療確保のため、①特に流⾏初期の感染症患者以外の患者の受入や、②感染症から回復後に入院が必要な患者の転院の受入を⾏う。
※２ 地域の実情に応じ、数値を明記せずに感染症危機発生時に詳細な要件を確定する協定を想定。数値目標を協定に含めることができない場合、設定した目標と差分が生じることとなるが、感染症危機が実際に発
生した際に、その差分を迅速に解消できるよう、平時からの様々な準備を⾏う。

【数値目標の考え⽅（協定により担保する数値目標）】
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感染症予防計画の目標数値について（国の考え方）

【数値目標の考え⽅（協定関連以外の数値目標）】
区 分 目 標

5 人材の養成及び資質の向上
（保健所設置市含む）

⼀定の質が担保された研修・訓練の実施について数値目標を設定。
協定締結医療機関、保健所職員、都道府県職員等を対象に、研修・訓練等の実施、⼜は国や国⽴感染症研究所、都道府県、他の医療機関等が実施す
る研修・訓練への参加を年１回以上とする。

6 保健所の体制整備
（保健所設置市含む）

●保健所における流⾏開始から1か月間において想定される業務量に対応する人員確保数（保健所ごとの内訳も記載）（図1参照）
●IHEAT研修の受講者数
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（参考１）県内における感染者数・死亡者数（R5.5.8現在）

2021.1.6：15人

2021.3.30：20人

2020.9.12：8人

2022.2.23：211人

緊急事態宣言

2021.7.30：47人

2020.4.18：2人

2022.8.20：1,198人

2023.1.6：1,795人

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第６波 第７波 第８波

新規感染者数（人） 死亡者数（人）

【鳥取県】 累計感染者数 ︓ 143,971人 累計死亡者数 ︓ 267人
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（参考２）鳥取県の新型コロナ対応における各指標数値

①３か⽉
R2.４⽉
（第１波）

②６か⽉
R2.7~9⽉
（第２波）

③１年最初の冬
R2.12~R3.1⽉
（第3波）

④３年後
R４.12~1⽉
（第8波）

病床
(感染症病
床等含）

確保病床最大入院患者数 ３人 12人 75人 173人

確保病床数 293床 313床
（即応152床）

313床
（即応242床）

351床
（即応250床）

うち重症病床数 40床 48床 47床 47床

外来
検査 診療・検査医療機関 17機関（帰国

者・接触者外来）
19機関（帰国
者・接触者外来） 305機関 318機関

⾃宅療養者等への診療を
⾏う医療機関 ― ― ― 197機関

PCR検査可能検体数／日 196検体 560検体 1,105検体 8,037検体
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